
                                                  

白石市認可外保育施設利用者助成金のお知らせ 

 令和８年４月から国の無償化制度を拡充する形で、白石市独自の助成事業が始まりました。

認可外保育施設利用者の皆様は、国の無償化（施設等利用給付認定）と白石市の助成金申

請の２種類の申請が対象となりますので、確認の上、申請いただきますようお知らせします。

企業主導型保育施設をご利用の方は、国の無償化申請方法が異なりますので、施設へお問

い合わせください（市の助成金申請方法はこのお知らせのとおりです）。 

対象：白石市に住民登録があり、保護者の就労などにより保育の必要性があるお子さん 

必要となる申請： 

※国の無償化（施設等利用給付）では、食事代は対象外となるため、市と国、両方の申請が

必要となります。国から保育料が、市から食事代が助成されることになります。 

※年齢は４月１日時点での年齢です。 

※都道府県に設置の届出がされていない施設は助成対象外です。 

 

１．助成金額 

 国の給付（施設等利用給付費）との合計額が０～２歳児は４２，０００円、3～５歳児は 

３７，０００円が上限（月額）となります。保育料・食事代の実費負担額と上限額のいずれか低

い金額が助成金額となります。 

例１）保育料3０，０００円、食事代５，０００円の施設で、国と市どちらも対象の３歳児の場合  

３７，０００円≧３5，０００円（上限以内）国から３０，０００円、市から５，０００円助成 

例２）保育料３５，０００円、食事代５，０００円の施設で、国と市どちらも対象の３歳児の場合 

３７，０００円＜４０，０００円（上限超える）国から３５，０００円、市から２，０００円助成 

→食事代３，０００円は施設に支払う 

 



申請は毎年度必要（保育の必要性があることの証明書類提出必要） 

２．支払方法 

①償還払い：保護者が施設に支払った保育料等を、後日、保護者からの請求に基づいて市

が保護者名義の口座に支払う（市への請求方法は別途お知らせします） 

②代理受領：保護者の同意を得て、利用施設が保護者に代わって市に請求し、市は施設の設

置者名義の口座に支払う。 

施設により支払方法が異なりますので、施設にご確認ください。原則として３か月分を年４回

お支払いします。 

 

3．申請方法 

①白石市認可外保育施設利用者助成金交付申請書（様式第１号） 

②保育の必要性を証明する書類 ※国、市、両方の申請をする方は１部で結構です。 

①と②を、施設利用開始日の１４日前の日までに、こども未来課（白石市役所１Ｆ）へ提出し

てください（郵送でも受け付けます）。 

※市の助成事業ではマイナンバーを証明する書類の添付は不要です。 

※保育の必要性、提出書類については市ホームページでご確認ください。 

４．その他 

 市の助成金は年度ごとに申請が必要となります。保育の必要性を証明する書類もご提出く

ださい。国と市、どちらも対象の方は、国の無償化制度の現況確認は不要とします。 

※国の無償化制度は、認定区分（新２号・新３号）ごとに１回の申請となりますが、毎年、保育

の必要性があることの確認（現況確認）を行う必要があります。 

 

 

 

 

      市ホームページもご覧ください 

     

             【お問い合わせ先】 

                    白石市教育委員会教育部こども未来課 ℡０２２４－２２－１３６３ 

                    〒９８９－０２９２ 白石市大手町１－１ 

                    E-mail:kodomomirai@city.shiroishi.miyagi.jp 

申請回数は原則１回（認定区分ごと）。毎年、保育の必要性があることの

現況確認が必要（証明書類提出必要） 


